
令和４年３月７日  

生徒及び保護者の皆様 

県立川崎工科高等学校 

校 長   大熊 敬一  

 

３月７日以降の教育活動等について（お知らせ） 

 

 日頃より本校教育活動にご理解とご協力をいただき心から感謝申し上げます。 

さて、神奈川県に発出されているまん延防止等重点措置が３月21日まで延長されたこ

とに伴い、３月４日に教育長から発出された「令和４年３月７日以降の県立高等学校等

の教育活動等について（通知）」に従って、当該の期間中、本校では次のような内容で教

育活動を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

①  登校形態：朝を時差通学とし、登校時間を５分から10分遅らせる。 

②  登校時の時程：学年末試験以降は各授業を30分で行い、午前中で放課とする。 

 

 時程 ３月７日（月）、８日（火） 

      8:45  SHR   9:00以降 各50分の学年末試験 

    ３月９日（水）～３月24日（木） 

      8:50  SHR   9:00以降 各30分の授業を４～５コマ 

※３月10日（木）は入学者選抜のため自宅学習 

 ３月18日（金）以降は進路講演会、球技大会等 

              まん延防止期間は21日までとなっていますが、混乱を避ける 

          ため、修了式の24日まで登校時間を同じ８時50分とします。 

③  部活動について 

・活動場所を校内とし、自校生徒のみの活動とする。練習試合や合同練習は行わない。 

・活動は、平日の放課後のみ 90 分程度、週４日を限度とする。 

・大会への参加については、県教育委員会と協議しながら校長が判断する。 

    大会 14 日前以降については、校長が必要と認める場合、一定の条件の下で活動を

認める。詳細は別記の神奈川県ホームページでご確認ください。 

 

※県からの通知は神奈川県のホームページに掲載される予定です。別途ご確認ください。 

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5t/coronavirus.html 

 

④  その他留意点 

   ・引き続き、毎日欠かさず健康観察を行い、体調が悪い時は無理して登校せず、必

要に応じて医療機関に相談してください。その際は学校へご連絡ください。 

 

 

問合せ先          

                                副校長 本田    

電話 044－511－0115（直通） 


